
市内事業者に対する各種要請について 

北海道が「まん延防止等重点措置」の適用について要請するとともに、「ゴール

デンウイーク特別対策」の追加対策を講じることを決定したことを受け、市内各

事業者においてより強い感染防止対策に取り組んでいただくため、下記のとおり

要請を行う。 

１ 飲食店に対する営業時間短縮等の要請内容の変更（別紙１） 

【要請先】市内飲食店・カラオケ店

問い合わせ先 経）商業・経営支援担当課 211-2372 

２ 飲食店における感染防止対策が徹底できない場合のカラオケ設備利用の自粛 

【要請先】市内飲食店 

 問い合わせ先 経）商業・経営支援担当課 211-2372 

３ 大規模商業施設等での特売や混雑につながる広告等の自粛 

【要請先】北海道スーパーマーケット協会、日本チェーンストア協会北海道支

部、生活協同組合コープさっぽろ、日本チェーンドラッグストア協会、北海道

百貨店協会、札幌市商店街振興組合連合会、札幌駅総合開発、札幌副都心開発

公社、札幌都市開発公社ほかホームセンターなど 

問い合わせ先 経）商業・経営支援担当課 211-2372 

４ 主要な観光施設等のライトアップや繁華街の屋外広告などについて、午後８時

以降の夜間消灯 

【要請先】テレビ塔など市内の夜景観光施設等、すすきの観光協会 

問い合わせ先 経）観光・MICE 推進課 211-2376

５ テレワーク・時差出勤等の徹底による出勤者数削減（目標：7 割の実施） 

（別紙２） 

【要請先】北海道経済連合会、北海道経済同友会、北海道商工会議所連合会、北

海道商工会連合会、北海道中小企業家同友会、北海道観光振興機構、北海道中

小企業団体中央会 

問い合わせ先 経）雇用推進課 211-2278 

令和３年５月５日 
経済観光局 



2021.5.5 経済観光局 産業振興部 

飲食店に対する営業時間短縮要請内容の変更について 

１ 要請の趣旨 

  札幌市内の感染状況は、感染力が強いとされる変異株による感染者の増加とともに、

大型連休中も新規感染者数や入院患者数が増加し、医療提供体制は非常に厳しい状況

が続いている。そこで、更なる感染拡大を抑制するため、市内全飲食店に対する営業

時間短縮要請の内容を強化する。 

２ 変更日 

 〇令和３年５月６日（木）

３ 要請の概要 

 (1) 要請期間 

  〇令和３年４月 27 日(火)から令和３年５月 11 日(火)まで（15 日間） 

 (2) 対象施設 

  〇札幌市内の飲食店・カラオケ店 

 (3) 要請内容 

  〇営業時間の短縮 

要請内容 変更前 変更後 

営業時間 午前５時から午後９時 午前５時から午後８時 

酒類提供時間 午前５時から午後８時 午前11時から午後７時

  〇業種別ガイドラインの遵守 

 (4) 協力支援金 

  〇支援金額/１店舗１日当たり 

 変更前 変更後 

中小企業 ２万５千円から７万５千円 

（売上高の３割をもとに計算） 

３万円から 10 万円 

（売上高の４割をもとに計算） 

大企業 20 万円又は前年度もしくは前々

年度売上高の３割が上限 

（売上高の減少額の４割をもとに計算） 

上限 20 万円 

（売上高の減少額の４割をもとに計算） 

※中小企業は、大企業と同じ計算方法も選択可 

  〇支援金対象期間  

   原則、令和３年４月 27 日(火)から令和３年５月 11 日(火)まで 

※変更後の内容に、原則５月６日（木）から応じていただくこと 

○なお、詳細については北海道において調整中 

経済観光局 別紙１ 



2021.5.5 経済観光局 雇用推進部 

経済団体と連携した出勤者数削減の取組について 

１ 目的 

  ゴールデンウィーク特別対策の実施目標を引き上げ、テレワークや時差出勤等など、

接触機会の低減に資する取組をさらに進めることで、感染拡大の徹底した抑え込みを

図る。 

２ 取組内容 

  北海道と連携し、目標値を変更したうえで、経済団体を通じて、市内事業者に対し、

接触機会の低減に向けた取組の徹底を改めて要請する。 

３ 要請内容 

以下の取組により、接触機会の低減について、一層の徹底を図る（目標：７割の実施）

  ○テレワーク（在宅勤務、サテライト勤務、モバイルワーク） ○時差出勤 

  ○フレックスタイム ○ローテーション勤務 ○休暇の取得推進 

  ○その他出勤者数削減につながる取組 

４ 取組期間 

  令和３年５月６日（木）から５月１１日（火）まで 

５ 要請団体（７団体） 

・北海道経済連合会 

・北海道経済同友会 

・北海道商工会議所連合会（札幌商工会議所には札幌市から協力を依頼） 

・北海道商工会連合会 

・北海道中小企業家同友会 

・北海道観光振興機構 

・北海道中小企業団体中央会 

６ 市独自の取組 

  関係団体を通じて市内事業者に周知するほか、令和２年度テレワーク等導入補助金

の活用事業者に対し、テレワーク実施を働きかける。 

経済観光局 別紙２ 


